　基準総則部会からのお知らせ（シックハウス対策関連）

日本建築行政会議基準総則部会では、改正建築基準法におけるシックハウス対策の運用方法について検討を進めていく予定です。

今回は、国土交通省のホームページで公開されている「改正建築基準法に基づくシックハウス対策コーナー」において、新たに追加（2003．７．１１更新）された「お知らせ」を御紹介するとともに、補足的に解説を検討しましたので、運用の参考にお役立てください。

· 囲みは、国土交通省HPのお知らせ本文です。

	　改正建築基準法は、平成１５年７月1日に施行されましたが、本法に基づくシックハウス対策に係る規制の適用関係は次のとおりとなりますので、ご注意願います。


●　国土交通省では、新たなシックハウス対策に係る規制について、大量のパンフレット配布、HPでの公開、マニュアルの編集等でその周知を図っています。特定行政庁及び指定確認検査機関においては、窓口等でシックハウス対策について広く認識を深めてもらうよう、説明等を行っていく必要があると考えます。

●　今回の「お知らせ」では、主として内装の仕上げ材に関する注意事項が記載されています。ホルムアルデヒドに関する３つの対策（①内装仕上げ、②換気設備、③天井裏等の措置）は、いずれも重要ですが、そもそも建築物の室内が化学物質で汚染されることが問題の始まりですから、この主原因と考えられる建材についてのチェック、とりわけ現場でのチェックが重要であることを認識し、確認・検査の対応を行う必要があると考えます。

	１．共通事項


	○　改正建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制は、平成１５年７月1日以降に着工される建築物（６月中に建築確認を受けたものも含みます。）に適用され、６月中に着工されたものには適用されません。


●　着工の始期は、文献や裁判例などから、根切工事又は基礎杭打ち工事が一般的に定着しているように思われます。

	○　規制の対象となる建材は、平成１４年国土交通省告示第1113号で限定列挙した建材（告示対象建材）のみです。また、告示対象建材を使用した造り付けの建具・キッチンキャビネット等の製品も規制の対象となります。これらを内装の仕上げ等に用いる場合は、JIS、JAS、国土交通大臣の認定の取得等により種別（等級）を明らかにする必要があります。（これらの詳細は「ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法」を参考にしてください。）


· すべての内装材が規制対象と考えている方がいるようですが、告示で限定列挙された建材以外は規制対象外ですので、これらについて使用面積を算出する必要はありません。

· 規制対象建材は、「告示第1113号で限定列挙した建材」とありますが、当然第1114号及び第1115号も対象です。

	２．設計・工事監理者・住宅供給事業者の方へ


	· シックハウス対策に係る建材に関する規制の適用関係は、次のとおりです。

・　確認申請の段階では、使用建築材料表で告示対象建材の種別（等級）を明示すればよく、個々の商品名やJIS、JAS、国土交通大臣の認定等の別を特定する必要はありません。

・　中間・完了検査の段階では、内装の仕上げに用いられた全ての建材について、その種別（等級）、種類、数量及び確認に要した表示又は書類等（JIS、JAS大臣認定書の写し等）その他の工事監理の状況に関する事項について、具体的かつ詳細に記載した受入検査の記録が求められます。なお、これらの審査方法は、「ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法」を参考にしてください。


· 工事監理者は、内装の仕上げに用いられる全ての建材を受入時にチェックしなければなりません。

中間・完了検査時には、現場に備えられた一連の記録をチェックするとともに、仕上げの状況を目視検査することになると考えられます。全数検査は時間的にも困難と思われますので、あらかじめ法第12条第3項に基づき施工状況の報告を求めることや、検査時に監理状況に疑義のある部分を重点的にチェックすることなどが考えられます。

	３．建材の販売・輸入業者の方へ


	○　告示対象建材に関してJIS、JAS、国土交通大臣の認定等を取得していない方は、早急に申請の手続きを行ってください。なお、国土交通大臣の認定を取得するためには、指定性能評価機関の性能評価を受ける必要がありますので、そちらの窓口へご相談ください。


	· 現在、告示対象建材を使用する製品のうち、JIS、JAS、国土交通大臣の認定等を取得していない又は申請中の建材が相当数存在しますが、これらについて、７月１日の施行前後における建材に関する規制の適用関係は次のとおりです。

・　確認申請の段階では、使用建築材料表で告示対象建材の種別（等級）を明示すればよく、個々の商品名やJIS、JAS、国土交通大臣の認定等の別を特定する必要はありません。

　　・　中間・完了検査の段階では、建材の種別等受入検査の記録が求められますので、告示対象建材を使用した製品は、建築物の工事現場での受入検査までに、JIS、JAS、国土交通大臣の認定等を取得し、種別（等級）を明らかにしておく必要があります。

　　・　告示対象建材以外のものは、F☆☆☆等の表示をする必要はありません。


　※　国土交通省のホームページにも、シックハウス対策関連コーナーが設けられているので、ご覧ください。http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sick.html
　※　シックハウス対策マニュアル講習会における質問と回答が（財）日本建築センターのホームページに掲載されています。http://www.bcj.or.jp/src/ko-syu.html#OLD!
　※　基準総則部会においては、秋の全国会議までに運用方法の検討を報告したいと考えています。

